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令和４年第３回安堵町議会定例会会議録 

（１日目） 

 

令和４年９月１日（木）開会 

午前１０時 

 

１ 応招議員 ９名 

１ 番 松田  勝  ２ 番 増井 敬史 

３ 番 近藤 晃一  ４ 番 山岡  敏 

５ 番 福井 保夫  ６ 番 森田 裕康 

７ 番 淺野  勉  ８ 番 森田  瞳 

９ 番 大星 成司    

 

２ 出席議員 ９名 

 

３ 欠席議員 なし 

 

４ 地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

町 長 西本 安博  副 町 長 堀口 善友 

教 育 長 辰己 秀雄    

総 務 部 長 富井 文枝  住 民 生 活 部 長 吉田 一弘 

事 業 部 長 吉村 良昭  教 育 次 長 辻井 弘至 

総 合 政 策 課 長 富士 青美  危機管理室課長 吉田 裕一 

税 務 課 長 勝 井  顯  住 民 課 長 増田 篤人 

子ども家庭推進室課長 藤岡 征章  健康福祉推進室課長 井上 育久 

まちづくり推進課長 池田 佳永  都 市 整 備 課 長 廣瀬 好郁 

教 育 推 進 課 長 吉田 彰宏  会 計 室 長 西田 淳二 

 

５ 職務のため出席した者の職氏名 

議 会 事 務 局 長 溝本 貴宏  議会事務局主事 島田 ちひろ 
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６ 会議事件は次のとおりである。 

 日 程 

 第 １ 諸般の報告 

 第 ２ 議席の指定 

 第 ３ 常任委員会委員の選任について 

 第 ４ 会議録署名議員の指名 

 第 ５ 会期の決定 

 第 ６ 行政報告 

 第 ７ 報告第 １号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度安堵町一般会計補

正予算（補正第４号）について） 

 第 ８ 議案第 １号 安堵町副町長の選任につき同意を求めることについて 

 第 ９ 議案第 ２号 安堵町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

 第１０ 議案第 ３号 安堵町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

 第１１ 議案第 ４号 安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

 第１２ 議案第 ５号 安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 第１３ 議案第 ６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例について 

 第１４ 議案第 ７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

 第１５ 議案第 ８号 安堵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条

例の制定について 

 第１６ 議案第 ９号 安堵町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定

について 

 第１７ 議案第１０号 安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定

について 

 第１８ 議案第１１号 安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

 第１９ 議案第１２号 令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

 第２０ 議案第１３号 令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正

第１号）について 

 第２１ 議案第１４号 国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業における土地代

金及び工作物移転に伴う契約の締結について 

 第２２ 認定第 １号 令和３年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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 第２３ 認定第 ２号 令和３年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第２４ 認定第 ３号 令和３年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 第２５ 認定第 ４号 令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の

認定について 

 第２６ 認定第 ５号 令和３年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 第２７ 認定第 ６号 令和３年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

 第２８ 報告第 ２号 令和３年度決算に係る健全化判断比率報告書について 

 第２９ 報告第 ３号 令和３年度決算に係る資金不足比率報告書について 
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開 会 

午前１０時００分 

 

 

 

議長（森田 瞳） 改めまして、おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

議長（森田 瞳） 只今から、令和４年第３回安堵町議会定例会を開会いたします。 

  出席議員は９名です。 

  定足数に達しております。会議は成立いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

  はじめに、西本町長より開会にあたり御挨拶がございます。 

 

町長（西本安博） はい。 

 

議長（森田 瞳） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 皆さん、おはようございます。 

 

（「おはようございます」という声あり） 

 

町長（西本安博） 令和４年第３回定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれましては、

公私ともにお忙しい中、御出席を賜りありがとうございます。 

  まずは、私ごとでございますが、今回の町長選挙に出馬をさせていただき、４期目を迎える

ことができました。大変光栄に感じるとともに、身の引き締まる思いでございます。向こう４

年間、町の発展と活性化に一生懸命頑張ってまいりますので、議員の皆様方の御指導御協力の

程、切にお願い申し上げる次第でございます。 

  さて、今年の夏は、７月半ばから新型コロナウイルス感染者が急増、特に子供の感染者が多
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い第７波が到来をしております。安堵町ではコロナ新規感染者が多数発生する日が続いている

ところでもございます。そのような中、８月２１日には、３年ぶりに安堵町において花火大会

が催されました。町外からも心待ちにしている方々が多数来町され、夜空に広がる華麗な花火

は、夏の夜の大きな楽しみでございます。 

  また、空を見上げると、赤トンボが飛び交い、秋の雲が見えたりと、少しずつ季節は秋へと

向かっているようです。この時期は台風等の自然災害が発生しやすい季節でございます。災害

に対する備えに万全を期してまいりたい、このように考えているところでございます。 

  それでは、本日提案させていただきます案件ですが、専決処分の報告１件、人事案件５件、

条例の制定と一部改正６件、令和４年度補正予算２件、契約の締結案件１件、令和３年度決算

の認定６件、決算に係る報告２件の、合計２３件でございます。 

  議員の皆様に御審議いただく前に、順を追って案件の概略を申し述べさせていただきます。 

  報告第１号は、コロナ禍において住民税非課税世帯のうち、令和４年度に新たに対象となら

れた世帯の生活支援として、１世帯につき１０万円の臨時特別給付金を速やかに支給するため、

令和４年度一般会計予算の増額補正を令和４年６月２４日に専決処分をいたしましたので、報

告するものでございます。 

  次に、議案第１号は、本年９月３０日をもって、堀口善友副町長の任期が満了するため、そ

の後任者として新たに、富井文枝氏を副町長に選任したいので、議会の同意を求めるものでご

ざいます。 

  次に、議案第２号は、同年９月３０日をもって、辰己秀雄教育長の任期が満了します。同氏

を引き続き教育長に任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  次に、議案第３号は、本年９月３０日をもって、山嶋幸子公平委員会委員の任期が満了しま

す。同氏を引き続き公平委員に選任することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  次に、議案第４号は、同年９月３０日をもって、岡田治子教育委員会委員の任期が満了しま

す。引き続き同氏を教育委員に任命することについて、議会の同意を求めるものでございます。 

  次に、議案第５号は、本町の桑原眞代人権擁護委員が、本年１２月３１日をもって任期満了

となります。その後任者として新たに、吉田敏子氏を人権擁護委員として推薦することについ

て、議会の意見を求めるものでございます。 

  次に、議案第６号は、土地の境界の位置と面積を確定する際に立ち合いしていただく、地籍

調査員に係る報酬と旅費を定めるために、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に

関する条例の別表に追加を行うものでございます。 

  次に、議案第７号は、育児休業の取得制限を緩和するために、地方公務員の育児休業等に関

する法律が一部改正され、令和４年１０月１日に施行することに伴い、本町の職員の育児休業

等に関するする条例について所要の改正を行うものでございます。 
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  次に、議案第８号から議案第１０号までは、安堵町が設置する基金を見直し、新設または廃

止して整備するために制定する条例でございます。 

  次に、議案第１１号は、まほろば環境衛生組合の、ごみ中継施設の建設のため本町の環境美

化センターを廃止することに伴い、安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例について、同セ

ンターの設置を定める規定を削除するための改正でございます。 

  次に、議案第１２号は、令和４年度一般会計の補正予算でございます。一つ目として、低所

得者の介護保険料軽減負担分を介護保険特別会計に繰出すための増額でございます。二つ目と

しては、基金の積立で令和３年度剰余金の一部を財政調整基金に、また今回新設する教育・文

化振興基金と、公共施設等整備基金に新たに積み立てるための増額でございます。三つ目とし

ては、令和３年度決算確定に伴う繰越金の増額、地方特例交付金、地方交付税、臨時財政対策

債の算定確定による歳入の財源更正と、地方債補正の限度額変更の補正でございます。 

  次に、議案第１３号は、令和４年度安堵町介護保険特別会計、保険事業勘定の補正予算です

が、一つ目として、低所得者介護保険料の軽減分に係る一般会計からの繰入れ、二つ目として

は、令和３年度介護給付費負担金、国庫、県費等の実績生産に伴って生じる償還金交付金でご

ざいます。三つ目としては、剰余金を介護給付費準備基金の積立。以上のように増額補正する

ための補正でございます。 

  次に、議案第１４号は、国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業のために必要

な土地代金及び工作物移転に係る契約の締結でございます。 

  次に、認定第１号は、令和３年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定で、歳入総額３９億２

６８万６，２９４円、歳出総額３６億２，４８７万３，０９７円、差引額２億７，７８１万３，

１９７円、このうち２，３７６万３，０００円は令和４年度に繰越しをいたします。 

  認定第２号は、令和３年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定です。歳入総額

１０億２，５０２万３，８３４円、歳出総額。 

 

議長（森田 瞳） 町長、恐れ入ります。ちょっと資料が不備で、準備いたしますので自席でちょっ

と中断していただけますか。お願いいたします。 

  議案第１４号まで、ここに目次がございますねんけどね、それ以後の分ちょっと配布、抜け

てましたのでちょっとお待ちください。 

 

（資料配布） 

 

議長（森田 瞳） 再開をいたします。 

  議案第１４号まで終わりましたので、恐れ入ります、認定第１号からお願いいたします。 
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町長（西本安博） それでは、改めまして認定第１号でございます。令和３年度安堵町一般会計歳入

歳出決算の認定です。歳入総額３９億２６８万６，２９４円、歳出総額３６億２，４８７万３，

０９７円、差引額２億７，７８１万３，１９７円でございます。このうち２，３７６万３，０

００円は令和４年度に繰越しをしております。 

  認定第２号は、令和３年度安堵町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定でございます。

歳入総額１０億２，５０２万３，８３４円、歳出総額１０億３，２１６万５，８１１円、差引

額マイナス７１４万１，９７７円でありますが、単年度では黒字となっており、累積赤字は一

部改善をしております。 

  次に、認定第３号、令和３年度安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でございます。

歳入歳出ともに総額２億５，７２３万７，３１２円、差引額０円でございます。 

  認定第４号は、令和３年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算の認定で

ございます。歳入総額７億４，９９６万３，２９６円、歳出総額７億３，９９３万３，７０９

円、差引額１，００２万９，５８７円でございます。 

  次に、認定第５号は、令和３年度安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定でござ

います。歳入総額１億１，０１１万６，３４３円、歳出総額１億９６８万５，１４３円、差引

額４３万１，２００円でございます。 

  次に、認定第６号、令和３年度安堵町水道事業会計決算の認定です。収益的収入１億８，９

１１万７，９２９円、収益的支出１億６，４３６万９，１６１円、差引額２，４７４万８，７

６８円となります。資本的収入は０円、資本的支出は３，５８６万９，５７５円でございます。

差引額マイナス３，５８６万９，５７５円でございます。この不足分につきましては、過年度

分損益勘定留保資金及び当年度消費税及び地方消費税、資本的収支調整額を補填しているとこ

ろでございます。 

  報告第２号、令和３年度決算における健全化判断比率報告書については、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律に基づき報告するものでございます。 

  次に、報告第３号の、令和３年度決算における資金不足比率報告書につきましても、同法律

に基づき報告を行うものでございます。 

  以上、簡単に説明をさせていただきました。詳細はその都度、担当課長より説明をさせます

ので、御審議、御承認、御可決を賜りますようお願い申し上げ、開会に当たりましての御挨拶

とさせていただきます。 

  以上でございます。 

 

議長（森田 瞳） それでは、お手元の議事日程に従い進めてまいります。 
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  日程第１「諸般の報告」。 

  議員の紹介について。７月１０日に執行されました安堵町議会議員補欠議員選挙において当

選されました２名を紹介いたします。 

  只今、着席されております仮議席３番 近藤晃一議員と、６番 森田裕康議員です。 

  お二人から挨拶をお願いしたいと思いますので、はじめに近藤晃一議員からお願いいたしま

す。 

 

３番（近藤晃一） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、近藤議員。 

 

（近藤議員 登壇） 

 

３番（近藤晃一） 近藤でございます。先輩議員とともに議会の運営にしっかりと取り組んでいきた

い、こんな思いでございます。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（拍手） 

 

議長（森田 瞳） ありがとうございました。 

  続きまして、森田裕康議員お願いいたします。 

 

６番（森田裕康） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい、森田議員。 

 

（森田裕康議員 登壇） 

 

６番（森田裕康） おはようございます。森田裕康です。今、非常に緊張しております。これから町

民の方々のために頑張っていきたいと思います。何卒、御指導御鞭撻をよろしくお願いいたし

ます。 

  ありがとうございます。 
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（拍手） 

 

議長（森田 瞳） ありがとうございました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） それでは、日程第２「議席の指定」を行います。 

  近藤議員と森田裕康議員の議席について、安堵町議会会議規則第３条第２項の規定により、

只今の仮議席を本議席に指定をいたします。 

  よって、議席番号３番が近藤議員、６番が森田裕康議員となります。 

  よろしくお願いいたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第３「常任委員会委員の選任について」を議題とします。 

  総務産業建設常任委員会及び文教厚生常任委員会について２名の欠員があります。安堵町議

会委員会条例第７条第４項の規定により、３番 近藤議員及び６番 森田裕康議員をそれぞれ

総務産業建設常任委員会委員及び文教厚生常任委員会委員に指名したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、近藤議員及び森田裕康議員を総務産業建設常任委員会委員及び文教厚生常任委員会

委員に選任することに決定いたしました。 

  ここで、空席となっております文教厚生常任委員会の副委員長の互選を行うため、暫時休憩

いたします。約１０分でございます。しばらく休憩いたします。 

 

 

 

休 憩（午前１０時１５分） 

再 開（午前１０時２１分） 
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議長（森田 瞳） 休憩前に引き続き、再開いたします。 

  文教厚生常任委員会副委員長の互選結果について報告をいたします。 

  副委員長７番 淺野勉議員です。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第４「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、安堵町議会会議規則第１２０条の規定により、３番 近藤晃

一議員、４番 山岡敏議員を指名いたします。 

   よろしくお願いいたします。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第５「会期の決定」を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から１６日までの１６日間にしたいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  本定例会の会期は本日から１６日までの１６日間とすることに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第６「行政報告」を行います。 

 

町長（西本安博） はい。 

 

議長（森田 瞳） はい。西本町長。 



11 

 

 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 行政報告を行わせていただきます。新型コロナウイルスのワクチンの接種状況と

いうことでございます。 

  新型コロナウイルス感染症に関して、安堵町でも第７波の影響を受け感染者の増加が続いて

います。令和４年８月３１日、昨日ですね、昨日１３例が発生して累計で９４２例になってお

ります。７月以降昨日までの２か月間で５６６人の方が感染されるという、非常に感染率が高

い状況でございます。 

 そのため、４回目の新型コロナウイルスワクチン集団接種は７月１７日から８月３０日までの

間、本町福祉保健センターにおいて実施いたしました。現実的には８月２１日の日曜日をもっ

て集団接種は終了しているところでございます。 

  ４回目接種済みの状況ですが、６０歳以上の方は２，３４５名、対象者全体の７７．３％で

ございます。１８歳以上６０歳未満の方については、基礎疾患を有する方、新型コロナウイル

ス感染症にかかった場合重症化のリスクが高いと医師から認められた方、医療従事者等が対象

で８１名が接種をされております。 

  また、国は現在、この秋、まだちょっと非常に未定でございますが、この秋以降にオミクロ

ン株に有効な二価ワクチンの接種を検討しているところでございます。このことにつきまして

は、詳細がわかりましたら準備を整え、住民の皆様にお知らせをさせていただきたい、このよ

うに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

 

教育長（辰己秀雄） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。辰己教育長。 

 

（辰己教育長 登壇） 

 

教育長（辰己秀雄） 失礼します。教育委員会 辰己でございます。 

  教育委員会の所管事務のうち、新型コロナウイルス感染症に関連する事項で、６月の議会で

御報告させていただいた以降の新たな事項について報告をさせていただきます。 

  まず、町立学校において１学期の教育課程の計画的な執行を終え、修学旅行も、中学校は徳

島・香川方面、小学校の方は姫路・淡路方面、感染に配慮し実施でき、また、水泳指導につき
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ましても今年度は実施することができました。 

  昨日までの夏期休業を終え、本日より２学期の始業を迎えております。この間、こども園、

学童保育、中学校の部活動は課業しておりましたが、コロナウイルス感染症拡大の余波を受け、

個別各家庭の罹患報告を受けながらも、何とか組織的拡大を回避してきたところでございます。 

  本日より２学期を迎える中、学校・園・各家庭と情報共有を密にしながら継続してコロナ感

染拡大防止に努め、熱中症対策とともに行事の見直しについても校園長会で連携を図ってまい

りたいと考えております。 

  なお、運動会・体育大会については昨年度同様、来賓自粛の下、保護者参加制限や学年別参

観等の工夫を加えた開催を予定しております。 

  次に、教育委員会が所管しております社会教育施設等の施設利用でございますが、基本的な

感染対策を行い、利用制限を設けながら施設利用をいただいている状況でございます。 

  本年度の文化祭については、昨年度と同様、ステージ発表は中止し、みんなの作品展として

開催を予定しております。 

  今後も感染拡大防止を図り、町立学校の諸行事の実施、社会教育施設の運営に努めたいと思

っております。 

  以上、教育委員会関係の御報告とさせていただきます。 

 

議長（森田 瞳） これで行政報告を終わります。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第７ 報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度安堵

町一般会計補正予算（補正第４号）について）」、議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 改めまして、おはようございます。総合政策課 富士です。よろしくお

願いいたします。報告第１号「専決処分の承認を求めることについて（令和４年度安堵町一般
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会計補正予算（補正第４号）について）」、御説明させていただきます。 

  本補正につきまして、歳入歳出それぞれ１，５２０万円を追加し、歳入歳出それぞれ３５億

９，６３９万１，０００円となりました。 

  補正理由といたしまして、コロナ禍において住民税非課税世帯のうち、令和３年度には対象

外でおられましたが、令和４年度には新たに対象となられた世帯の生活支援として、１世帯に

つき１０万円を臨時特別給付金として支給するため増額補正するものでございます。 

  なお、速やかに対応する必要があったため、令和４年６月２４日に専決処分させていただき

ました。 

  それでは、補正予算書に基づいて御説明させていただきます。補正予算書９ページ、１０ペ

ージを御覧ください。 

  歳出です。３款 民生費、１項 社会福祉費におきまして、住民税非課税世帯等臨時特別給

付金として１，５２０万円の増額。この財源は、全額国庫補助金で、補正予算書７ページ、８

ページ、歳入をお願いいたします。 

  １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金におきまして、子育て世帯等臨時特別支援事業費補

助金、非課税世帯給付金分として１，５２０万円増額でございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 報告第１号 専決処分の承認を求めることについて（令和４年度安堵町一般会計補正予算（補

正第４号）について） 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和４年度安堵

町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し議会の承認を求める。 

 令和４年９月１日報告、安堵町長 西本安博。 

  次のページをお願いいたします。 

 専決処分書 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、令和４年度安堵

町一般会計補正予算（補正第４号）を別紙のとおり専決処分する。 

 令和４年６月２４日専決、安堵町長 西本安博。 

  続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号） 

  令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第４号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，５２０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ３５億９，６３９万１，０００円とする。 
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 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年６月２４日専決、安堵町長 西本安博。 

  補正予算書２ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正 

 歳入の部。 

 １４款 国庫支出金、２項 国庫補助金、補正前の額２億４５７万円、補正額１，５２０万円、

計２億１，９７７万円。 

 歳入合計。 

 補正前の額３５億８，１１９万１，０００円、補正額１，５２０万円、計３５億９，６３９万

１，０００円。 

 続きまして、３ページお願いいたします。 

 歳出の部。 

 ３款 民生費、１項 社会福祉費、補正前の額７億３，７２５万４，０００円、補正額１，５

２０万円、計７億５，２４５万４，０００円。 

 歳出合計。 

 補正前の額 ３５億８，１１９万１，０００円、補正額１，５２０万円、計３５億９，６３９

万１，０００円。 

  次のページ以降の事項別明細書につきましては、先程の説明と重複いたしますので割愛させ

ていただきます。 

  御審議、御承認の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより報告第１号を採決します。 

  お諮りします。 

  本案を原案のとおり承認することに、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  報告第１号は、原案のとおり承認されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第８ 議案第１号「安堵町副町長の選任につき同意を求めることについて」

を議題とします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、富井文枝氏の退場を求めます。 

 

（富井文枝氏 退場） 

 

議長（森田 瞳） 本案について提案理由の説明を求めます。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。西本町長。 

 

（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） それでは、議案第１号「安堵町副町長の選任につき同意を求めることについて」、

でございます。本案の提出理由を御説明させていただきます。 

  令和４年９月３０日をもって、堀口善友副町長の任期が満了するため、その後任者として新

たに、富井文枝氏を副町長に選任したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

  富井氏は平成９年１月に本町に入庁し、福祉部門、総務部門等を中心に従事をしてまいりま

した。 

  人格は高潔で、住民、他の自治体関係者からの信頼が厚く、第５次総合計画に沿った効果的

な行政運営に必要な人材であると考えております。 

  履歴につきましては、お手元の資料を参考にしていただきたいと思います。 

  それでは、議案書を朗読させていただきます。 

 議案第１号 安堵町副町長の選任につき同意を求めることについて 

  下記の者を安堵町副町長に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１６

２条の規定により、議会の同意を求める。 
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 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺２丁目３番地３２号 

 氏名 富井
とみい

 文枝
ふみえ

  昭和３８年８月１６日生 

  でございます。御審議、御可決の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

 

議長（森田 瞳） これより、本案につき質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより議案第１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１号は、同意することに決定いたしました。 

  選任同意されました富井氏の入場を許可します。 

 

(富井文枝氏 入場) 

 

議長（森田 瞳） 富井氏に御報告申し上げます。只今の、議案第１号は、議員全員の賛成で同意さ

れました。 

  富井氏、御挨拶をよろしくお願い申し上げます。 

 

（富井文枝氏 登壇） 

 

富井文枝氏 皆様、改めまして、おはようございます。富井でございます。 
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  只今、皆様の御同意を頂戴いたしまして、副町長の選任につきまして御同意いただきました

こと、誠にありがとうございます。 

  このお話を町長から頂戴いたしました折には、あまりの重責に大変、悩みもいたしましたが、

本日このように皆様の御同意を賜りまして、背中を押していただき、改めまして、決意を新た

にした次第でもございます。 

  これからは、職員一丸となりまして、住民皆様のより良い暮らしのため、一つ一つ問題解決

に向けて丁寧に対応してまいる所存でございます。 

  そしてまた、西本町政をお支えすべく、一意専心、精進してまいる所存でございますので、

変わらぬ御指導御鞭撻を賜ることをお願いを申し上げ、また、御同意いただきました御礼と、

そして御挨拶と代えさせていただきたいと思います。 

  どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

（拍手） 

 

議長（森田 瞳） ありがとうございました。なお、この月いっぱいをもちまして、堀口副町長が退

任される訳ですけども、長らく職員、そしてまた副町長を務めていただいて、この本会議が最

後の議会になろうかという思いもいたします。最終日に、堀口現副町長よりいろいろと語って

いただきながら、御挨拶を頂戴したいと思いますので、その際にどうぞ副町長、よろしくお願

い申し上げます。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第９ 議案第２号「安堵町教育委員会教育長の任命につき同意を求めること

について」を議題といたします。 

  地方自治法第１１７条の規定により、辰己教育長の退場を求めます。 

 

（辰己教育長 退場） 

 

議長（森田 瞳） 本案について提案理由の説明を求めます。 

 

町長（西本安博） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。西本町長。 
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（西本町長 登壇） 

 

町長（西本安博） 議案第２号「安堵町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて」、

でございます。 

  令和４年９月３０日をもって、辰己秀雄教育長の任期が満了いたしますが、次期においても

同氏を教育長に任命したいので、議会の同意を求めるものでございます。 

  辰己氏は平成２８年４月から指導主事として、令和元年１０月からは教育長として、広く教

育分野における行政を推進していただいております。 

  人格は高潔で、学校教育、生涯学習に対する真摯な姿勢、本町の文化を生かす意志は住民、

関係者から信頼が厚く、今後も同氏に任せたいと考えております。 

  なお、同氏の履歴については、お手元の資料を参照にしていただきたいと思います。割愛さ

せていただきます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 議案第２号 安堵町教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて 

  下記の者を安堵町教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字西安堵５７６番地 

 氏名 辰
たつ

己
み

 秀
ひで

雄
お

  昭和３０年８月２０日生 

  でございます。御審議、御可決の程よろしくお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより議案第２号を採決いたします。 

  この採決は起立によって行います。 
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  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第２号は、同意することに決定いたしました。 

  辰己教育長の入場を許可します。 

 

(辰己教育長 入場) 

 

議長（森田 瞳） 辰己教育長に御報告申し上げます。只今の、議案第２号は、議員全員の賛成で同

意されました。 

  御挨拶をお願いいたします。 

 

（辰己教育長 登壇） 

 

教育長（辰己秀雄） 失礼します。辰己でございます。この度、議会での御承認を賜り、一言、御礼

と再任の挨拶をさせていただきます。 

  前任期間中は、皆様方の御協力の下、虚心坦懐、教育環境整備に全力で傾注してまいりまし

た。今後は町長の目指す、教育効果のさらなる向上を図ることを目的に０歳から１５歳まで切

れ目のない、自主的な効果の得られるような仕組みづくり、特色ある安堵町の学校教育、そし

て社会教育の連携充実に努めてまいりたいと考えております。 

  本日より２学期を迎える中、継続してコロナ感染拡大防止、熱中症対策に努め、学校・園教

育、社会教育の推進に人力を尽くしたいと考えております。 

  皆様方の御理解と御指導を引き続き賜りますようお願い申し上げて、御挨拶とさせていただ

きます。 

  よろしくお願いいたします。 

 

（拍手） 

 

議長（森田 瞳） ありがとうございました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  
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議長（森田 瞳） 日程第１０ 議案第３号「安堵町公平委員会委員の選任につき同意を求めること

について」、議題といたします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） それでは、議案第３号「安堵町公平委員会委員の選任につき同意を求め

ることについて」、提案理由の説明をさせていただきます。 

  山嶋幸子委員が、令和４年９月３０日をもって、任期満了となります。引き続き同氏を同職

に選任することについて議会の同意を求めるものでございます。 

  なお、任期は、本年１０月１日から令和８年９月３０日までの４年間です。 

  議案書を朗読させていただきます。 

 議案第３号 安堵町公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて 

  下記の者を安堵町公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第９条の２第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字窪田２０２番地 

 氏名 山
やま

嶋
しま

 幸子
さちこ

  昭和２４年１０月１６日生 

  の方です。御審議、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 
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  討論を省略し、これより議案第３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第３号は同意することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１１ 議案第４号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めること

について」、議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 議案第４号「安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」、提案理由を説明させていただきます。 

  岡田治子委員が令和４年９月３０日をもって任期満了となります。引き続き同氏を同職に任

命することについて議会の同意を求めるものでございます。 

  なお、任期は本年１０月１日から令和８年９月３０日までの４年間です。 

  議案書を朗読いたします。 

 議案第４号 安堵町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

  下記の者を安堵町教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字東安堵１３０８番地 
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 氏名 岡田
おかだ

 治子
はるこ

  昭和３０年４月１６日生 

  の方です。御審議、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより議案第４号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第４号は同意することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１２ 議案第５号「安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることに

ついて」、議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 議案第５号「安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」、提案理由の御説明をさせていただきます。 
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  人権擁護委員の、桑原眞代氏が令和４年１２月３１日をもって任期満了となります。後任者

として、吉田敏子氏を新たに推薦することについて、議会の意見を求めるものでございます。 

  なお、任期は令和５年１月１日から令和７年１２月３１日までの３年間です。 

  議案書を朗読いたします。 

 議案第５号 安堵町人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

  下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 住所 奈良県生駒郡安堵町大字笠目４８４番地の２ 

 氏名 吉田
よしだ

 敏子
としこ

  昭和２５年２月２３日生 

  の方です。御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  討論を省略し、これより議案第５号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  人権擁護委員の推薦について適任とすることに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  人権擁護委員の推薦は適任と決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 只今、１０時５５分です。 

  １１時１０分まで、暫時休憩いたします。 
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休 憩（午前１０時５５分） 

再 開（午前１１時１０分） 

 

 

 

議長（森田 瞳） それでは、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  日程第１３ 議案第６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部を改正する条例について」、本案についての提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） それでは、議案第６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例について」、提案理由を説明させていただきます。 

  土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を確定する際に立ち会っていただく、

地籍調査員に係る報酬と旅費を定めるものでございます。 

  新旧対照表を御覧ください。右の欄のとおり、別表に「日額７，８００円」、「日当２，６

００円」、宿泊料等を規定する項を追加し、公布の日から施行したいと考えております。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 議案第６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  改正文は、先程の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
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議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） なしと認めます。 

  これより議案第６号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１４ 議案第７号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

について」を議題とします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 
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総合政策課長（富士青美） 議案第７号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につ

いて」、御説明させていただきます。 

  育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にすることを目的として、地方公務

員の育児休業等に関する法律が一部改正され、令和４年１０月１日に施行します。これに伴い、

本町の職員の育児休業等に関する条例について、新旧対照表のとおり所要の改正を行うもので

ございます。 

  主な改正内容といたしまして、一つ目として、同一の子に係る育児休業を原則１回のところ、

２回までとすることができるようになるため、必要な事項を定めます。 

  二つ目といたしまして、非常勤職員の、子の出生後８週間以内の育児休業について、任用期

間が、現行「引き続き雇用された期間が１年以上」であることと条件づけておりますが、出生

後８週間以内の間の育児休業を取得しやすくするよう緩和するために改めます。 

  三つ目として、子が１歳以降の育児休業について、夫婦交代で取得できるよう、必要な事項

を定めます。 

  その他、文言の整理です。 

  なお、当該、一部改正条例の施行日は「地方公務員の育児休業等に関する法律」の一部改正

の施行日と同じく令和４年１０月１日とします。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 議案第７号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

  職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  次ページ以降の改正は、先程説明したとおりですので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより議案第７号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１５ 議案第８号「安堵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条

例を廃止する条例の制定について」を議題とします。 

  本案についての提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） それでは、議案第８号について御説明させていただきます。 

  本町に必要な基金を見直し、整理するために必要な条例の制定をするものでございます。 

  はじめに、議案第８号でございますが「安堵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する

条例を廃止する条例の制定について」、地域福祉基金は、平成３年１２月１６日に当該基金に

関する条例が施行し、設置されたものです。しかし、その後、他の行政の事業で対応できてい

ることもあり、当該基金は本来の設置目的のために活用が無い状態が続いております。そこで、

当基金を廃止することとし、そのために定める条例です。 

  なお、施行日は令和４年１０月１日です。 

  議案書を朗読いたします。 

 議案第８号 安堵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定に
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ついて 

  安堵町地域福祉基金の設置、管理及び処分に関する条例を廃止する条例を別紙のとおり提出

する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  本文につきましては、先程の説明と重複しますので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  只今、議題となっております議案第８号は、文教厚生常任委員会に付託いたしたいと思いま

す。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第８号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１６ 議案第９号「安堵町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関

する条例の制定について」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。総合政策課長。 
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（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） それでは、議案第９号「安堵町公共施設等整備基金の設置、管理及び処

分に関する条例の制定について」、御説明させていただきます。 

  町が所有する建物及び道路等、インフラ施設といった公共施設等の補修等には、その状態・

状況次第では多額な費用を要する場合がございます。今後、保全及び維持補修を計画的に進め

る上で要する積み立てを行っていくために、公共施設等整備基金を新設するために、地方自治

法第２４１条第１項の規定により制定するものでございます。 

  内容といたしましては、２ページ以降の本文にありますように、設置目的・積立額・管理等

を定めております。 

  施行日は令和４年１０月１日です。 

  議案書を朗読いたします。 

 議案第９号 安堵町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 

  安堵町公共施設等整備基金の設置、管理及び処分に関する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  本文につきましては、今の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  只今、議題となっております議案第９号は、総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思

います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第９号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 
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 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１７ 議案第１０号「安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に

関する条例の制定について」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 議案第１０号「安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関す

る条例の制定について」、提案理由を説明させていただきます。 

  現行の文化振興基金は、文化の振興と普及を通じて地域づくりの推進を図ることを目的とし

て平成３年度に設置されました。これを見直し、教育と文化に関し幅広く活用できるように、

教育・文化振興基金を新たに設置するために制定する条例でございます。 

  こちらも、本文にありますように、基金の設置目的・管理・運用収益の処理そして処分・繰

替運用等を定めるものでございます。 

  議案書を朗読させていただきます。 

 議案第１０号 安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の制定について 

  安堵町教育・文化振興基金の設置、管理及び処分に関する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  本文につきましては、先程の説明と重複いたしますので割愛させていただきます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 
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  お諮りいたします。 

  只今、議題となっております議案第１０号は、文教厚生常任委員会に付託いたしたいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１０号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１８ 議案第１１号「安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題とします。 

  本案についての提案理由の説明を求めます。 

 

住民課長（増田篤人） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。増田住民課長。 

 

（増田住民課長 登壇） 

 

住民課長（増田篤人） 改めまして、おはようございます。住民課 増田でございます。よろしくお

願いいたします。議案第１１号「安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する

条例について」、説明させていただきます。 

  本件につきましては、安堵町環境美化センターが、まほろば環境衛生組合の可燃ごみ中継施

設建設のため、施設の解体工事を進めております。その完了が令和４年１０月下旬を予定して

おり、また環境に係る事務についても住民課で担当していることから、本条例における安堵町

環境美化センターの設置規定を見直すため所要の条例を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、議案書の３ページ、新旧対照表をお願いいたします。 

  第２条の２安堵町環境美化センターの設置規程を削り、削除いたします。 

  なお、この条例は公布の日から施行させていただきます。 

 それでは、議案書を朗読いたします。 
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 議案第１１号 安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 

  安堵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  次のページ以降の本文につきましては、先に説明させていただいた内容と重複いたしますの

で割愛させていただきます。 

  本件につきまして、御審議の上、御可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１１号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第１９ 議案第１２号「令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）

について」を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 
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総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 議案第１２号「令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）につ

いて」、御説明させていただきます。 

  補正理由といたしまして、一つ目、低所得者の介護保険料の軽減負担分が確定したことによ

る、介護保険特別会計への繰出金の増額です。 

  二つ目、令和３年度剰余金のうち、約半分程を財政調整基金に、また、先程上程させていた

だきました条例に関係する、教育・文化振興基金と、公共施設等整備基金に新たに積み立てす

るための増額補正でございます。 

  歳入は令和３年度決算確定に伴う繰越金の増額、地方特例交付金、地方交付税、臨時財政対

策債の算定確定による歳入の財源更正と臨時財政対策債発行可能額の確定に合わせて限度額を

変更する変更額に伴う地方債補正でございます。 

  それでは議案書を朗読させていただきます。 

 議案第１２号 令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和４年度安堵

町一般会計補正予算（補正第５号）を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  続きまして、補正予算書１ページをお願いいたします。 

 議案第１２号 令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号） 

  令和４年度安堵町一般会計補正予算（補正第５号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２億３，４４３万４，０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億３，０８２万５,０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  以下省略。 
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  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  只今、議題となっております議案第１２号は、総務産業建設常任委員会に付託したいと思い

ます。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって議案第１２号は、総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳）日程第２０ 議案第１３号「令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）

補正予算（補正第１号）について」を議題といたします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

 

健康福祉推進室課長（井上育久） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。井上健康福祉推進室課長。 

 

（井上健康福祉推進室課長 登壇） 

 

健康福祉推進室課長（井上育久） 改めまして、おはようございます。健康福祉推進室 井上でござ

います。よろしくお願いいたします。議案第１３号「令和４年度安堵町介護保険特別会計（保

険事業勘定）補正予算（補正第１号）について」、それでは説明させていただきます。 
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  本補正につきましては、一つ目として、令和３年度に概算交付を受けておりました介護給付

費負担金、地域支援事業交付金及び低所得者軽減負担金について、実績に基づいて精算したと

ころ３１６万８,０００円の超過交付が生じましたので、令和４年度で返還するための増額補

正と、令和３年度の実績精算で８４０万４，０００円の追加交付を受けましたので、歳入の財

源更正を行います。 

  二つ目として、決算の結果、剰余金が発生いたしましたので１，５２６万５,０００円を介護

給付費準備基金として積み立てを行うための補正でございます。 

  三つ目としましては、低所得者に対して軽減措置を実施している介護保険料に充当する国庫

支出金と県支出金の交付金額が確定したため、歳入での財源更正を行うための補正でございま

す。 

  それでは、詳細につきまして補正予算書に基づいて説明させていただきます。補正予算書１

１ページを御覧ください。 

 歳出の部。 

  ４款 基金積立金、１項 基金積立金、１目 介護給付費準備基金積立金で１，５２６万５,

０００円の増額補正でございます。 

  ６款 諸支出金、１項 償還金及び還付加算金、３目 償還金で３１６万８,０００円の増額

補正でございます。 

  財源といたしましては、２ページ戻ってもらいまして７ページを御覧ください。 

 歳入の部。 

  １款 保険料、１項 介護保険料、１目 第１号被保険者保険料でマイナスの５１万９，０

００円の減額補正です。 

  ３款 国庫支出金、１項 国庫負担金、１目 介護給付費負担金で２００万１,０００円の増

額補正です。 

  ５款 県支出金、１項 県負担金、１目 介護給付費負担金で５７８万８，０００円の増額

補正です。 

  ７款 繰入金、１項 一般会計繰入金、４目 低所得者保険料軽減繰入金で１１３万４，０

００円の増額補正でございます。 

  ８款 繰越金、１項 繰越金、１目 繰越金で１，００２万９，０００円の増額補正でござ

います。 

  以上でございます。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第１３号 令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）

について 
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  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定に基づき、令和４年度安堵

町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）を別紙のとおり提出する。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  補正予算書１ページをお願いいたします。 

 議案第１３号 令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号） 

  令和４年度安堵町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（補正第１号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１，８４３万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億２，７１８万７，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  次のページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正 

 

議長（森田 瞳） 課長、それ以降はいいですよ。先程と重複してますから。 

 

健康福祉推進室課長（井上育久） はい。次のページ以降は、先程の説明と重複いたしますので割愛

させて頂きます。 

  以上でございます。御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  これより討論を行います。 

  討論ございませんか。 

 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（森田 瞳） 討論なしと認めます。 

  これより議案第１３号を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方は、御起立願います。 

 

（賛成者 起立） 

 

議長（森田 瞳） 起立、全員です。お座りください。 

  議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳）日程第２１ 議案第１４号「国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業

における土地代金及び工作物移転に伴う契約の締結について」を議題といたします。 

  本案についての提案理由の説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） 議案第１４号「国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業に

おける土地代金及び工作物移転に伴う契約の締結について」、提案理由の説明をいたします。 

  大和川河川改修遊水地整備のために必要な、安堵町が所有する土地の代金及び工作物移転に

係る契約を締結するために議会の議決を要するものでございます。 

  近畿地方整備局大和川河川事務所長との随意契約となります。 

  それでは議案書を朗読いたします。 

 議案第１４号 国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業における土地代金及び工

作物移転に伴う契約の締結について 

  国土交通省による大和川直轄河川改修遊水地整備事業における土地代金及び工作物移転に

伴う契約の締結について、下記のとおり契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年安堵村条例第２号）第３条の規定により、議
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会の議決を求める。 

 令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  記。 

 １．契約の方法  随意契約 

 ２．契約の金額  ８，３１５万５，８２８円 

 ３．契約の相手方 大阪府柏原市大正２丁目１０番８号 近畿地方整備局大和川河川事務所長 

    分任支出負担行為担当官 山本 浄二 

  以上でございます。 

  御審議、御可決の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  なお、この議案でございますけれども、急がれる遊水地の関連事業、そしてまた伴います、

隣接しております、まほろば組合の関連造成事業、これが昨今に渡りまして若干、事業の変更

を生じざるを得ないという状況になってきております。 

  この関係のものを我々議会の方も承知いたしたいので、只今議題となっております議案第１

４号とともに総務産業建設常任委員会に付託いたしたいと思いますので、これに御異議ござい

ませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１４号は総務産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 只今、１１時４０分でございます。 

  暫時休憩をいたします。 

  午後１時に再開したいと思います。よろしくお願いいたします。 



39 

 

 

 

 

 

休 憩（午前１１時４０分） 

再 開（午後１２時５７分） 

 

 

 

議長（森田 瞳） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

  日程第２２ 認定第１号「令和３年度安堵町一般会計歳入歳出決算の認定について」から、

日程第２７ 認定第６号「令和３年度安堵町水道事業会計決算の認定について」までの６議案

を一括議題といたします。 

  只今、議題といたしました６議案について、一括して説明を求めます。 

 

会計室長（西田淳二） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。会計室長。 

 

（西田会計室長 登壇） 

 

会計室長（西田淳二） 会計室長 西田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは

認定第１号から第６号、令和３年度安堵町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算及び水道事

業会計決算の認定につきまして、一括して御説明いたします。 

  本年５月の出納閉鎖の後、令和３年度決算処理を行いまして、７月２０日から２７日の３日

間の監査委員による決算審査を得まして、本９月議会定例会において認定をお願いすべく上程

するものでございます。 

  それでは、認定第１号から第６号までの議案書を朗読いたします。 

 認定第１号～第５号 令和３年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第３項の規定に基づき、令和３年度安堵

町歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会に提出し、認定を求める。 

 １ 令和３年度安堵町歳入歳出決算の認定について 

 

議長（森田 瞳） ちょっと止めてください。 
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（庁舎内放送） 

 

議長（森田 瞳） はい。どうぞ。 

 

会計室長（西田淳二） 認定第１号 一般会計歳入歳出決算 

  認定第２号 国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

  認定第３号 下水道事業特別会計歳入歳出決算 

  認定第４号 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算 

  認定第５号 後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算 

 ２ 令和３年度安堵町各種会計別決算総括表、款別決算額比較表、決算書、実質収支に関する 

   調書、決算事項別明細書、財産に関する調書 

 ３ 監査委員審査意見書 

 ４ 主要な施策の成果の説明書 

  令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  次に、認定第６号「令和３年度安堵町水道事業会計決算の認定について」、御説明させてい

ただきます。 

  令和３年度水道事業会計決算の認定につきましては、地方公営企業法に基づき、議会の認定

を求めるものでございます。 

  それでは、議案書を朗読いたします。 

 認定第６号 令和３年度安堵町水道事業会計決算の認定について 

  地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３０条第４項の規定に基づき、令和３年度

安堵町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に提出し、認定を求める。 

  令和４年９月１日提出、安堵町長 西本安博。 

  以上、令和３年度安堵町一般会計並びに各特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算の認

定についてでございます。 

  御審議の上、認定賜りますよう、お願いいたします。 

 

議長（森田 瞳） 続きまして、決算審査意見を報告してください。 

 

議会選出監査委員（福井保夫） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。福井委員。 
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（福井議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（福井保夫） 監査委員、５番 福井です。それでは、監査委員による決算審査の

結果について報告します。 

  これは、代表監査委員との合議によるものであることを最初に申し上げておきます。 

  はじめに、安堵町一般会計及び特別会計決算審査の結果について。 

 第１ 審査の対象、令和３年度安堵町一般会計歳入歳出決算、安堵町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算、安堵町下水道事業特別会計歳入歳出決算、安堵町介護保険特別会計（保険事業勘

定）歳入歳出決算、安堵町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。 

 第２ 審査の期間、令和４年７月２０日、２５日、２７日。 

 第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、安堵町監査委員 福井保夫。 

 第４ 審査の方法、審査に付された各決算書及び決算付属書類が、関係法令に準拠して作成さ

れているかどうかを確かめ、これらの計数の正確性を検証するため、関係帳簿その他証拠書類

との照合等、通常実施すべき審査手続を実施したほか、必要と認めたその他の審査手続を実施

した。 

  会計管理者が所管している諸帳簿及び決算に関する証拠書類等と照合し、また、関係職員か

ら説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納検査の結果を踏まえて審査を実施した。 

  なお、有価証券等については令和４年７月２０日に確認を行った。 

 第５ 審査の結果、審査に付された一般会計及び各特別会計の、歳入歳出決算書、歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書の各計数は、関係法令に準拠し

て作成され、誤りのないものと認められた。 

  また、各基金の運用状況についても、計数に誤りなく適正に運用されているものと認められ

た。 

  決算の結果、概要及び基金については、決算審査特別書２ページ以降のとおりでございます。 

  それでは審査の結果の意見を申し述べます。 

  審査意見。 

  令和３年度は最終年度となった「第４次安堵町総合計画」の実現や、「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」のそれぞれの主旨を踏まえると同時に、令和４年度を始期とする「第５次安堵

町総合計画」、「第２期総合戦略」の策定に向け、切れ目のない施策が展開できるよう必要な

諸経費が計上され、住民生活に影響のあるものや町の発展につながる事業及び新型コロナウイ

ルス感染症対応に係る事業を実施。 

  特に新型コロナウイルス感染症対策として、子育て世帯への町独自給付、感染症から住民の
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生活を守り安心して暮らせるように町内全世帯にマスクの配布、町内の地域経済活性化のため

の地域振興券の配布等の支援を行った。 

  令和３年度の決算は、一般会計については、歳入合計で３９億２６８万６，２９４円、歳出

合計３６億２，４８７万３，０９７円、差引額は２億７，７８１万３，１９７円で、翌年度繰

越財源２，３７６万３，０００円を減じた実質収支額も２億５，４０５万１９７円と黒字とな

っている。 

  一般会計の自主財源は１１億５５６万４，３６９円、財政構成においては２８．３４％であ

り、前年度と比べ３．１５％増であるが、依然として低率となっている。町行政活動の自主性、

安定性を得るために自主財源の増額を図るための策定が必要と思われる。 

  また、国民健康保険特別会計を除く特別会計についても、実質収支額は黒字となっており、

本町の財政は収支において健全状態にあると言える。ただし、多額の不用額が出ている現状も

あり、今後の予算編成及び執行において留意しておくべきものと思われる。 

  今後、より一層厳しい行政運営が予想されるが、計画的・効率的な財政運営で、限られた財

源を最大限に活用し、効果を上げるよう町民の生活向上に努めることを期待するものである。 

  今後の財政運営について。 

  引き続き健全な財政運営に向けた取組を進められるとともに、自主財源の拡大策を検討する

必要がある。また、ふるさと納税については幅広い分野で活用し、町独自の返礼品を検討し、

財源確保と地域内経済の循環に努められたい。 

  令和４年度から「第５次安堵町総合計画・第２期総合戦略」を基に、子育て、教育、医療、

生活環境など新たな取組が行われると予想されることから、役場全体の業務量がさらに増える

ことが懸念される。業務の見直しを行い、人員については特定の職員に仕事が集中しないよう

効率的な配置をするなど配慮されたい。 

  公共施設等の管理費用や老朽化による修繕については、長期的な視点に立ち総合的かつ計画

的な対応に努められたい。 

  負担金・補助金・交付金について、町にとって負担額が適切な金額か根拠が明確か担当課に

おいて、しっかりとチェックを行い適正に対応されたい。また、各種イベントについても、目

的・効果・実施主体などあらゆる方向から内容等を検討し、見直しに努められたい。 

  続いて、令和３年度安堵町水道事業会計決算審査の結果について。 

  第１ 審査の対象、令和３年度安堵町水道事業会計決算。 

  第２ 審査の期日、令和４年７月２７日。 

  第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、安堵町監査委員 福井保夫。 

  第４ 審査の方法、審査に付された決算書類が関係法令に準拠して作成され、水道事業の経

営成績及び財政状態を適正に表示しているかどうかを検証するため、会計帳簿その他の会計帳
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票及び関係書類との帳簿突合、証憑突合、決算突合等の通常実施すべき審査手続及び必要と認

めたその他の審査手続を実施した。 

  また、関係職員から説明を聴取するとともに、定期監査及び例月現金出納検査の結果を踏ま

えて審査を実施した。 

  なお、審査にあたっては、水道事業が地方公営企業法第３条の規定に従い、合理性と能率性

の発揮と公共の福祉を増進するよう運営されたかどうかを検討するための分析等も行った。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和３年度安堵町水道事業会計決算書類は、関係法令に

準拠して作成されており、当事業年度の経営成績及び当事業年度末の財政状態を適正に表示し

ているものと認められた。 

  決算の概要は、決算意見書２ページ以降のとおりです。 

  それでは、審査結果の意見申し述べます。 

  審査意見。 

  令和３年度決算において、営業収益が１億５，４１３万２，０４７円で、対前年度６３２万

６，５６９円増加し、うち給水収益は１億３，８８２万９，５１６円で、対前年度５４４万５，

３９３円増加した。 

  また、営業費用は１億５，１６３万８，０６５円で、対前年度３０９万２，０３９円減少し

た。これに営業外収益２，０１２万１，７５９円を加算し、営業外費用８３万８６８円を減算

した結果、当年度純利益は２，１７８万４，８７３円となり、前年度繰越利益剰余金７億１，

８５９万７，５５６円を加味すると、令和３年度の利益剰余金は７億４，０３８万２，４２９

円となった。 

  令和３年度の決算に関し、水道事業収益は１億７，４２５万３，８０６円で対前年度５９３

万７８８円の増加であることから遜色ない結果となっている。 

  資本的収支についても、予算内で計画的に執行できている。今後も収支について精査しつつ、

水道事業運営を適切に進められたい。 

  以上でございます。 

 

議長（森田 瞳） これより、一括質疑を行います。 

  質疑は、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 
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  認定第１号につきましては私、議長と監査委員である福井議員を除く７人の委員で構成する

一般会計決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第１号は、議長と監査委員を除く７人の委員で構成する一般会計決算審査特別

委員会を設置し、これに付託して審査することに決定いたしました。 

  次に、認定第２号から認定第６号までの５議案についても、議長と監査委員である福井議員

を除く７名の委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託したいと思

います。 

  これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 異議なしと認めます。 

  よって、認定第２号から認定第６号までの５議案については、議長と監査委員を除く７名の

委員で構成する特別会計等決算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定

いたしました。 

  只今、設置されました各決算審査特別委員会の正副委員長の互選を行いますので、暫時休憩

いたします。 

 

 

 

休 憩（午後 １時１９分） 

再 開（午後 １時２１分） 

 

 

 

議長（森田 瞳） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  先程、設置された決算審査特別委員会の正副委員長を報告いたします。 

  一般会計決算審査特別委員会 委員長 大星議員、副委員長 松田議員。 

  特別会計等決算審査特別委員会 委員長 増井議員、副委員長 近藤議員。 
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  以上です。よろしくお願い申し上げます。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 日程第２８ 報告第２号「令和３年度決算に係る健全化判断比率報告書について」

及び日程第２９ 報告第３号「令和３年度決算に係る資金不足比率報告書について」を一括議

題といたします。 

  一括して説明を求めます。 

 

総合政策課長（富士青美） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。富士総合政策課長。 

 

（富士総合政策課長 登壇） 

 

総合政策課長（富士青美） それでは、報告第２号、第３号を一括して御説明させていただきます。 

  いずれも、令和３年度決算を基にして算定した結果を報告するものでございます。 

  まず、報告第２号「令和３年度決算に係る健全化判断比率報告書について」ですが、実質赤

字比率と連結実質赤字比率については、令和３年度決算が黒字でしたので、赤字比率は該当し

ません。 

  実質公債費比率及び将来負担比率については、それぞれ早期健全化基準値を下回っているた

め、問題ないという結果になりました。 

  次に、報告第３号「令和３年度決算に係る資金不足比率報告書について」、でございますが、

水道事業会計、下水道事業特別会計ともに資金不足は生じていないため、資金不足には該当し

ないという結果になりました。 

  以上、御報告させていただきます。 

 

議長（森田 瞳） 続きまして、審査の結果について報告を求めます。 

 

議会選出監査委員（福井保夫） はい、議長。 

 

議長（森田 瞳） はい。福井委員。 
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（福井議会選出監査委員 登壇） 

 

議会選出監査委員（福井保夫） それでは、監査委員２名を代表いたしまして、令和３年度決算に係

る財政健全化判断比率の審査結果及び資金不足比率の審査結果について、一括して報告します。

代表監査委員との合議によるものです。 

  はじめに、財政健全化判断比率です。 

  第１ 審査の対象、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第３条第１項の規定に基づき算定された、健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した

書類。 

  第２ 審査の期日、令和４年７月２７日。 

  第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、安堵町監査委員 福井保夫。 

  第４ 審査の方法、審査に付された令和３年度決算に基づく健全化判断比率が関係法令に準

拠し適正に算定されているかを主眼において実施した。 

  審査においては、総務省が作成した記載要領等に基づき、健全化判断比率を算定するための

算定様式の記載事項について、関係部局が作成した算定根拠資料、関係証書類等との照合、確

認を行った。 

  さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員から説明及び聴取を実施した。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和３年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正であると認められた。 

  各比率は、意見書２ページ以降に掲載しているとおりであります。 

  それでは、審査結果意見を申し述べます。 

  実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、赤字比率には該当しない。実質公債比率及び将来負

担比率については健全と言える。 

  よって、特に是正改善を要する、指摘すべき事項は無い。 

  次に、資金不足比率ですが、 

  第１ 審査の対象、地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）

第２２条第１項の規定により審査に付された資金不足比率の算定の基礎となる事項を記載した

書類。 

  第２ 審査の期日、令和４年７月２７日。 

  第３ 審査の実施者、安堵町監査委員 徳久亮太郎、安堵町監査委員 福井保夫。 

  第４ 審査の方法、審査に付された令和３年度決算に基づく資金不足比率が関係法令に準拠

し適正に算定されているかを主眼において実施した。 

  審査においては、総務省が作成した記載要領等に基づき、資金不足比率を算定するための算
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定様式の記載事項について、関係部局が作成した算定根拠資料、関係証書類等との照合、確認

を行った。 

  さらに、算定手順等の妥当性を確認するために、関係職員からの説明及び聴取を実施した。 

  第５ 審査の結果、審査に付された令和３年度決算に基づく健全化判断比率及びその算定の

基礎となる事項を記載した書類の作成は、いずれも適正であると認められた。 

  比率は、意見書２ページに掲載しているとおりであります。 

  それでは、審査結果意見を申し述べます。 

  令和３年度の水道事業会計、下水道事業特別会計ともに資金不足は生じていないため、資金

不足比率には該当しない。 

  よって、特に是正改善を要する、指摘すべき事項は無かった。 

  以上です。 

 

議長（森田 瞳） これより、一括質疑を行います。 

  質疑、ありませんか。 

 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

 

議長（森田 瞳） 質疑なしと認めます。 

  以上で、報告第２号及び報告第３号を終結します。 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

議長（森田 瞳） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

  次の本会議は９月５日、午前１０時開会です。一般質問を予定しております。 

  本日は、これにて散会いたします。 

  おつかれでした。 

 

 

 

 

散 会 

午後 １時２９分 
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